
 

 

 

 

これからの水害対策に関する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害サミット実行委員会 

  



はじめに 

 水害サミット実行委員会では、過去に水害によって甚大な被害を受けた全

国の市区町村長が、自らの被災体験を語り合い、より効果的な防災、減災対

策を考えるとともに、それらに関する情報を積極的に発信し、行政関係者や

住民等に防災、減災意識を高めてもらうことを目的として毎年「水害サミッ

ト」を開催している。 

 一昨年の広島における土砂災害、昨年の関東・東北豪雨災害、本年の熊本

地震と人々の穏やかな日々の暮らしを奪う災害が全国各地で頻発する今日に

おいて、住民に最も身近な存在である我々基礎自治体は、これまでの経験を

教訓とし、それぞれの地域の実情に応じた防災、減災対策を着実に推進して

いかなければならない。 

 しかし、一方で基礎自治体という枠組みでの対応には自ずと限界が存在す

る。国土の保全を担う国からもその豊富な経験やノウハウ等を生かし、役割

と責任に応じた取組を力強く推進していただくことが欠かせない。 

 これらのことを踏まえ、我々は、大きな災害に見舞われたからこそ得るこ

とのできた貴重な経験に基づき、これからの水害対策について次のとおり提

言する。 

  



１ 住民等の適切かつ主体的な避難行動の促進 

  災害時には、行政の人的資源等に限界が存在する以上、自らの命は自ら

が守るという「自助」の覚悟を住民に求めることが必要である。 

  そのため平時から住民等と向かい合う市区町村は、自主防災組織や防災

リーダーの養成、防災訓練や防災教育の実施等を通して繰り返し地道に住

民等の水防災意識の醸成や的確な判断を下すための知識の普及などを図っ

ていかなければならない。 

  その上でさらに適切かつ主体的な避難行動を促すためには、住民等が自

らの問題としてより切実に事態を捉えられるリスク情報の提示や多様な手

段での精度の高いきめ細かな情報発信などが欠かせないものであり、それ

らの在り方について国と関係機関等で更に検討し、実施していくことが必

要である。 

 

２ 流域全体における関係機関等の連携強化 

  一級河川は、一般的に国が管理する区間と都道府県が管理する区間とに

分かれており、二級河川でも流域内に複数の市区町村が存在している。あ

る地域の降雨や浸水被害の影響が別の地域にも及ぶ可能性があるなど、上

流から下流までの状況が相互に影響し合う河川の性質に鑑みれば、国や都

道府県、市区町村がそれぞれの枠組みの中で個別に対策を講じるのではな

く、流域全体を俯瞰する広域防災の観点から情報共有、連携、協力するこ



とを通してバランスのとれた効果的な防災、減災対策を検討し、実施する

ことが必要である。 

  そのため、国は「水防災意識社会 再構築ビジョン」に掲げた協議会等に

おける議論を活発で実効性の高い実り多きものとなるよう積極的に主導す

るとともに、国や都道府県、市区町村等の各主体は減災のための目標やそ

れぞれの役割や責任に対する認識を高め、一体的・計画的に対策を推進す

べきである。 

 

３ ソフト対策とハード対策の一体的かつ着実な実施 

  施設では防ぎ切れない洪水は必ず発生するという認識を全ての関係機関

が共有し、住民の主体的な避難行動をサポートするソフト対策とハード対

策を一体的かつ着実に実施しなければならない。 

  ソフト対策にあっては、主に市区町村において避難行動に直結するハザ

ードマップの作成やプッシュ型の各種情報の提供、的確な水防活動を行う

ための体制の整備等、円滑で迅速、的確な住民の避難を支援する取組をそ

れぞれの地域の実情に応じて実施することが必要であり、国等においても

そうした取組を後押しする河川の氾濫パターンの想定などきめ細かな情報

提供や水防活動への協力・支援の充実を図るべきである。 

  また、ハード対策にあっては、国等において、洪水を計画高水位以下で

安全に流下させる治水対策の基本を着実に推進することはもちろんのこと、



堤防天端の舗装や裏法尻の補強などにより決壊までの時間を引き伸ばすこ

とで住民が避難する時間を稼ぐ「危機管理型ハード対策」を速やかに実施

するとともに、その更なる充実と強化を図るべきである。 

 

４ 効果的な被災地支援体制の整備 

  発災直後にあっては災害時相互応援協定等に基づく個別の支援等を迅速

に行い、その後にあっては被災自治体以外の行政機関のコーディネートに

よる支援を長期的、組織的に行うといったように刻々と変化する被災地の

状況に即応できる重層的、総合的な体制を平時から整えておくことが必要

である。 

  また、災害時の支援には、飲料水や食料、毛布等の提供といった物的な

支援のほかに、避難所運営や災害廃棄物の処理、被害家屋調査といった災

害特有の課題を解決するための支援が存在する。発災時に次々生じるそう

した課題についてのアドバイスやノウハウの提供といったいわば知恵の支

援を充実させることが被災地支援においてはより重要であり、国等におい

ても俯瞰的な立場からそのための体制構築を図るべきである。 

 

５ 広域避難計画策定の推進 

  水害は市区町村の境界を越えて起こるものであり必ずしも単独の自治体

の防災対策で完結するものではない。発災時には「自治体本位」ではなく、



住民等の安全を第一に考える「住民本位」で対応することが求められる。 

  より安全、確実に住民等を避難させるために、時系列での浸水想定区域

の分布や河川の位置といった地理的な特性を考慮した避難先や避難経路等

を市区町村の枠組みを越えて適宜検討しなければならない。そうした近隣

市区町村への避難を円滑にマネジメントする広域避難の在り方について

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に掲げた協議会等の場を通して平時か

ら関係機関等において協議することが必要であるとともに、協議会に参加

していない自治体の協力が不可欠となる場合も考えられることから、国等

においても適宜それらの取組を支援すべきである。 
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